
 
（１） 一次調整 

◎ 対 象 ： 

◎ 申込受付期間  ：

①窓口での申請 ： 令和５年１０月２日（月）から令和５年１１月２８日（火）まで

②郵送・電子での申請 ： 令和５年１０月２日（月）から令和５年１１月１４日（火）まで（必着） 

   

（２） 二次調整  （  

◎ 対 象 ： 

◎ 申込受付期間  ：

①窓口での申請 ： 令和５年１１月２９日（水）から令和６年２月１３日（火）まで 

②郵送・電子での申請 ： 令和５年１１月２９日（水）から令和６年１月３０日（火）まで（必着） 

（３） 管外協議（台東区民以外の方） 

◎ 対 象 ： 

◎ 申込受付期間：令和５年１０月２日（月）から令和５年１１月２７日（月）まで（台東区必着）

 

 



 
 

 
 

 
 

入園申込締切一覧表   

            

○令和６年度 クラス編成表          ○令和６年４月１日入園の０歳児受入開始月齢表 

令和６年４月１日現在の年齢

 





 
 

認可保育園・こども園等 案内図 

 



 
 

認可保育園・こども園等 一覧 

 
                                    

☆ 
区立園であっても、運営しているのが「区」以外の園は、私立と同様に必ず

見学やお問い合わせなどにより、詳細な決まりごと等についても、説明を受けてください。 見学の申込みは各園に

直接お電話ください。



 
 



 
 

☆ 
私立園については必ず見学やお問い合わせなどにより、詳細な決まりごと

等についても、説明を受けてください。 見学の申込みは各園に直接お電話ください。



 
 

☆ 
私立園については必ず見学やお問い合わせなどにより、詳細な決まりごと

等についても、説明を受けてください。 見学の申込みは各園に直接お電話ください。

 



 
 

☆ 
私立園については必ず見学やお問い合わせなどにより、詳細な決まりごと

等についても、説明を受けてください。 見学の申込みは各園に直接お電話ください。

☆ 
私立園については必ず見学やお問い合わせなどにより、詳細な決まりごと等についても、説明を受けてくだ

さい。 見学の申込みは各園に直接お電話ください。
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認可保育園等のご案内 

◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 
◎ 

 



 
 

 

   

○ 

 

   　　　　　　　　　　　　　　　　　8：00　　    9:00                                             16：00        17:00

延長保育料 保育短時間認定の保育料

施設が設定した短時間保育時間

   保育を利用する時間
8：00-16：00　　（8時間）

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

※申込内容（「就労証明書」等）に虚偽があった場合には利用調整の対象となりません。 

※認定を受けても、施設への入園については希望者多数のため入園できない場合があります。

あらかじめご了承ください。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

自治体によって必要な書類やその書式、締切日が異なります。 各自治体

の締切日の 1 週間前まで

各自治体の締切日の２週間前までに到着するようにしてください。
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協議書は区民締切の１日前（前開庁日）までに台東区に必着 お住まいの自治体

の保育園入園窓口で

◎

◎

台東区民の方を優先

☆提出書類は必ず台東区の書式のものをご用意ください。

☆母子手帳の写し（出生時・健康診査のページ〔現在の年齢まで〕・予防接種のページ）が不足して

いる方が非常に多いのでご注意ください。 

☆今お住まいの自治体で認可保育園を申込み、待機している方は、その待機期間がわかる書類（不

承諾通知等）を提出していただくと審査の際、考慮する場合があります。 
※転入予定で、入園の前月までに転入がなかった場合は、入園が内定していても内定取消しになりま

す。 
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注意事項 

◎ 転園月までに職場復帰している必要があります

◎ 
◎ 転園が内定すると、それまで在籍していた認可保育園・こども園（長時間）・地域型保

育事業・緊急保育室は退園することになります。

内定を辞退しても元の園に戻ることは出来ません

◎ 

 

窓口予約期間：令和５年１０月１０日（火）～１１月６日（月）  

予約可能時間：午前の部 ９時から１２時まで、午後の部 １３時から１７時まで 

※ 午前の部・午後の部ともに３０分刻み、１世帯３０分間までのご予約になります。 

ご了承ください。 

※ 入園申込の方のみの予約といたします。ご相談等の予約はご遠慮いただきますよう、 

ご協力お願いいたします。 

※ １０月１３日（金）及び１１月１日（水）は予約受付しておりません。 

令和５年１０月３日（火） ８時３０分から 

トップページ > 子育て・教育 > 台東いきいき子育て   

> 目的別に探す > 保育・幼児教育 > 保育・託児 > 保育園 

> 保育園入園に関するご案内 >入園申込受付の窓口予約について 

TEL ０３－５２４６－１２３４

 



 
 

トップページ > 便利情報 > 申請書ダウンロード > 児童保育課 > 保育園入園申込に関する申請書類 
https://www.city.taito.lg.jp/benri/download/jidohoiku/hoikuen.html 
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育児休業における注意事項 

◎ 

◎ 「産休・育休復帰確認書」が提出できない、その月の末日までに復帰できない、または復帰していない、

育児休業を取得した勤務先と復帰時の勤務先が異なる、復帰時の所定労働日数または所定労働時間

が申請時より少なくなっている（育児短時間勤務制度の利用による勤務時間の短縮を除く）ことが判明

した場合は、入園の内定や決定の取消し、または退園となります。派遣社員の方の場合、同一職場復

帰とは同一の派遣元への復帰を指します。派遣元が変更となる場合は、入園の内定や決定の取消し、

または退園となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害がある、もしくは配慮が必要なお子さまの入園申込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

医療的ケアが必要なお子さまの入園申込 



 
 

その他の注意事項 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 
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（１）基本指数 
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5 災害 20

7

6

16～7

15～6

8 特例

項目
保護者の状況　（保育にあたれない理由）

基本指数
細　　　　　　　　　　　　　　　　　目

1 就労

①居宅外就労及び
自営の中心者

おおむね週５日以上の就労

月２０日以上、１日８時間以上の就労を常態

月２０日以上、１日７時間以上８時間未満の就労を常態

月２０日以上、１日６時間以上７時間未満の就労を常態

月２０日以上、１日５時間以上６時間未満の就労を常態

月２０日以上、１日４時間以上５時間未満の就労を常態

おおむね週４日以上の就労

月１６日以上、１日８時間以上の就労を常態

月１６日以上、１日７時間以上８時間未満の就労を常態

月１６日以上、１日６時間以上７時間未満の就労を常態

月１６日以上、１日５時間以上６時間未満の就労を常態

月１６日以上、１日４時間以上５時間未満の就労を常態

月１２日以上、１日４時間以上５時間未満の就労を常態

その他の就労 上記に当てはまらない１か月４８時間を超える就労及び就労実績３か月未満

②自営の協力者
（居宅内）

おおむね週５日以上の就労

月２０日以上、１日８時間以上の就労を常態

月２０日以上、１日７時間以上８時間未満の就労を常態

月２０日以上、１日６時間以上７時間未満の就労を常態

月２０日以上、１日５時間以上６時間未満の就労を常態

月２０日以上、１日４時間以上５時間未満の就労を常態

おおむね週３日以上の就労

月１２日以上、１日８時間以上の就労を常態

月１２日以上、１日７時間以上８時間未満の就労を常態

月１２日以上、１日６時間以上７時間未満の就労を常態

月１２日以上、１日５時間以上６時間未満の就労を常態

おおむね週４日以上の就労

月１６日以上、１日８時間以上の就労を常態

月１６日以上、１日７時間以上８時間未満の就労を常態

月１６日以上、１日６時間以上７時間未満の就労を常態

月１６日以上、１日５時間以上６時間未満の就労を常態

月１６日以上、１日４時間以上５時間未満の就労を常態

おおむね週３日以上の就労

月１２日以上、１日８時間以上の就労を常態

月１２日以上、１日７時間以上８時間未満の就労を常態

月１２日以上、１日６時間以上７時間未満の就労を常態

月１２日以上、１日５時間以上６時間未満の就労を常態

月１２日以上、１日４時間以上５時間未満の就労を常態

その他の就労 上記に当てはまらない１か月４８時間を超える就労及び就労実績３か月未満

内職 内職を常態(出来高など実績のわかるものを提出)

出産 出産(出産日から起算して８週間を経過する日が属する月の月末まで適用)

愛の手帳１度～２度

入院
２か月を越える長期入院

おおむね１か月から２か月までの一時的な入院

疾病

災害等による家屋の損傷、その他災害復旧に当たる場合

常時臥床（昼間の大半を病床で過ごしている状態）

精神性疾病・感染性疾病

一般療養

4
看護
介護

病院等付添
病院等付添(週４日以上)

病院等付添(週４日未満)

寝たきり高齢者　ま
たは重度心身　障害

者等の介護

要介護５～３の高齢者を在宅介護している場合

3
保護者の疾
病、障害

身体障害者 身体障害者手帳１級～４級

知的障害者

要介護２～１の高齢者を在宅介護している場合

身体障害者手帳１～２級または愛の手帳１～２度の者を在宅介護している場合

身体障害者手帳３級～または愛の手帳３～４度の者を在宅介護している場合

自宅療養者の看護等 上記以外の要件で、看護等が必要と台東区が認める場合

6 求職活動
就労内定 保育実施予定日から就労開始予定(要就労証明書等提出)

求職活動 求職活動、または起業準備のため外出を予定

7 就学
就学・
技能習得

通学の場合(指数は項目１－①を準用し４減じる）

在宅の場合(指数は項目１－②を準用し４減じる)

上記のほか、明らかに保育が必要と台東区が認める場合(指数は審査会議において決定）

 



 
 

（２）調整指数 

項目 指数

1 ８

2 ７

3 ６

4 ５

5 ５

6 ５

7 ７

8 ７

9 ５

10 ３

11 ５

12 ４

13 ４

基本指数が２０
になるまで

５

３

15 ２

16 1～５

17 ２

18 ４

19 ４

20 ２

21 １

22 １

23 ５

24 ２

25 ２

26 ２

27 １

28 －２

29 －１５

30 －５

条　　　件

子
ど
も
の
保
育
状
況
（

１
～

１
３
の
ど
れ
か
を
加
算
す
る
）

保
育
施
設

認証・認可外保育所・保育ママ・ベビーシッター等、認可保育所及び地域型保育事業施設(小規模保育所・家庭的保育事
業・事業所内保育事業等）並びに緊急保育室等以外の施設に委託（週3日昼間4時間以上）

認可保育園に在園（台東区外）

認可保育園の一時保育利用（非定型のみ）

幼稚園に在園

地域型保育事業施設（小規模保育所・家庭的保育事業・事業所内保育事業等）を利用（台東区内）

認可保育園に在園（台東区内、緊急保育室を含む）

保
　
護
　
者

産休中で同一職場へ復職予定

育児休業中で同一職場へ復職予定

保護者が職場で就労中に保育

保護者が自宅で保育（求職中・就労内定）

保
護
者
以
外

知人が保育

祖父母が保育

祖父母以外の親族が保育

14

世
帯
の
状
況
（

該
当
す
る
項
目
を
加
算
、

減
算
す
る
）

ひとり親
世帯

（１）離婚届・死亡届等を提出後３ケ月以内等、生活の激変を緩和する必要がある場合（転園申請は除く）

（２）上記以外のひとり親世帯（転園申請は除く）

ひとり親に
準ずる世帯

生計中心者が失業（３か月以内）したことにより、就労の必要性が高い（転園申請は除く）

（３）離婚調停中で別居(要証明書類提出、転園申請は除く）

生活保護を受給している世帯（転園申請は除く）

児童福祉等の観点から特別の配慮が必要と認められる場合

申請児童本人又は同一世帯内のきょうだいが身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている

きょうだいで同一の認可保育園を希望する転園申請

きょうだい（卒園する児童を除く）が認可保育園に在園している（転園申請は除く）

保護者と同居している未就学児が３人以上いる(多子世帯)

保護者と同居している小学生以下のきょうだいがいる

きょうだい２人以上の同時申請（転園申請は除く）

地域型保育事業、東上野乳児保育園、康保会乳児保育所、ミアヘルサ保育園ひびき浅草を卒園する台東区在住の児童で、引き続き
保育が必要な場合（４月入園のみ適用）

初めての入所希望月から６か月以上待機している（転園申請は除く）

保護者が区内の保育施設等（認可保育所・認定こども園・地域型保育施設・認証保育所・緊急保育室・定期利用保育事業）および幼稚園において、保
育士・保育教諭・幼稚園教諭として、月１２０時間以上の就労をしている場合又は就労内定の場合（転園申請は除く）

祖父母がいるが、遠方、就業、病気等により保育にあたれない理由がある（不存在含む）

基本指数が就労で算定されている場合で、就労できない在留資格（家族滞在等）で資格外活動許可書の提出のない場合（ただし、
資格外活動許可書申請中であることを確認できた場合を除く）

保育所保育料を６か月以上滞納している世帯

保育所、または認定こども園の内定を断った場合



 
 

（３）指数同一の場合の優先項目 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

           



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

１． 延長保育利用までの流れ 

２． 利用可能年齢 

３． 申請期間 

４． 必要書類 

５． 延長保育料 

◎

◎

◎

６． その他 

延長保育には利用枠があります。 

各園の状況によりご利用できない場合もありますので、ご了承ください。 

 



 
 

 

 

（１） 保育料の決定 （令和５年１０月１日現在） 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 
月の途中で退園しても１か月分の保育料がかかります（日割り計算は行いません。）。

（２） 保育料の支払方法 

◎ 
◎ 
◎ 

◎ 

（３） 保育料の減額 

◎ 

◎ 

◎ 
◎ 

 

 

◎ 

◎ 

◎ 

 



 
 

（４） 保育料負担額（月額） 

 

 

階層 保育料 延長保育料 保育料 延長保育料 保育料 延長保育料

Ａ 0 0 0 0 0 0

Ｂ 0 0 0 0 0 0

Ｃ 1,900 600 0 600 0 600

Ｄ  １ 9,500 円未満 2,400 600 0 600 0 600

Ｄ  ２ 9,500 円以上 18,700 円未満 3,200 600 0 600 0 600

Ｄ  ３ 18,700 円以上 27,900 円未満 7,100 900 0 900 0 900

Ｄ  ４ 27,900 円以上 37,100 円未満 8,800 900 0 900 0 900

Ｄ  ５ 37,100 円以上 45,900 円未満 10,100 900 0 900 0 900

Ｄ  ６ 45,900 円以上 65,800 円未満 16,700 1,600 0 1,400 0 1,400

Ｄ  ７ 65,800 円以上 85,900 円未満 21,000 2,000 0 1,400 0 1,400

Ｄ  ８ 85,900 円以上 105,900 円未満 23,800 2,300 0 1,400 0 1,400

Ｄ  ９ 105,900 円以上 125,800 円未満 26,400 2,500 0 1,600 0 1,600

Ｄ１０ 125,800 円以上 148,700 円未満 28,800 2,800 0 1,900 0 1,800

Ｄ１１ 148,700 円以上 188,800 円未満 31,300 3,000 0 2,000 0 2,000

Ｄ１２ 188,800 円以上 216,200 円未満 33,500 3,300 0 2,100 0 2,000

Ｄ１３ 216,200 円以上 242,100 円未満 35,900 3,500 0 2,300 0 2,000

Ｄ１４ 242,100 円以上 268,200 円未満 38,000 3,700 0 2,400 0 2,100

Ｄ１５ 268,200 円以上 294,200 円未満 40,300 4,000 0 2,500 0 2,100

Ｄ１６ 294,200 円以上 320,100 円未満 42,400 4,100 0 2,600 0 2,100

Ｄ１７ 320,100 円以上 343,500 円未満 44,600 4,400 0 2,600 0 2,100

Ｄ１８ 343,500 円以上 356,500 円未満 46,500 4,500 0 2,600 0 2,100

Ｄ１９ 356,500 円以上 369,400 円未満 48,800 4,800 0 2,600 0 2,100

Ｄ２０ 369,400 円以上 434,500 円未満 53,300 5,200 0 2,700 0 2,200

Ｄ２１ 434,500 円以上 499,500 円未満 60,600 5,900 0 2,700 0 2,200

Ｄ２２ 499,500 円以上 552,900 円未満 67,100 6,600 0 2,700 0 2,200

Ｄ２３ 552,900 円以上 606,300 円未満 72,400 7,100 0 2,700 0 2,200

Ｄ２４ 606,300 円以上 659,700 円未満 73,000 7,200 0 2,700 0 2,200

Ｄ２５ 659,700 円以上 713,100 円未満 73,600 7,200 0 2,800 0 2,300

Ｄ２６ 713,100 円以上 766,500 円未満 74,100 7,300 0 2,800 0 2,300

Ｄ２７ 766,500 円以上 74,700 7,400 0 2,800 0 2,300

区
民
税
所
得
割
額

３歳 ４歳以上

世帯の定義

生活保護

区民税非課税

区民税均等割のみ

世帯の階層区分 ３歳未満



 
 

 

 

  

 
 

 

 
 短時間認定  利用希望時間 ８時から１６時まで 

  入園した保育園の保育短時間の設定が９時から１７時のとき 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

８：００ ９：００ １６：００ １７：００

開所時間内
延長保育料 1,300円

保育短時間認定の保育料 ２３，７００円

施設が設定した短時間保育時間

実際に利用する保育時間

（区立保育園の場合） 



 
 

 
 

 

 

階層 保育料 延長保育料 保育料 延長保育料 保育料 延長保育料

Ａ 0 0 0 0 0 0

Ｂ 0 0 0 0 0 0

C 1,700 100 0 100 0 100

Ｄ  １ 9,500 円未満 2,100 100 0 100 0 100

Ｄ  ２ 9,500 円以上 18,700 円未満 2,800 200 0 100 0 100

Ｄ  ３ 18,700 円以上 27,900 円未満 6,300 400 0 300 0 300

Ｄ  ４ 27,900 円以上 37,100 円未満 7,900 400 0 400 0 400

Ｄ  ５ 37,100 円以上 45,900 円未満 9,000 500 0 500 0 500

Ｄ  ６ 45,900 円以上 65,800 円未満 15,000 800 0 600 0 600

Ｄ  ７ 65,800 円以上 85,900 円未満 18,900 1,000 0 700 0 700

Ｄ  ８ 85,900 円以上 105,900 円未満 21,400 1,200 0 800 0 800

Ｄ  ９ 105,900 円以上 125,800 円未満 23,700 1,300 0 900 0 900

Ｄ１０ 125,800 円以上 148,700 円未満 25,900 1,400 0 1,000 0 900

Ｄ１１ 148,700 円以上 188,800 円未満 28,100 1,600 0 1,000 0 1,000

Ｄ１２ 188,800 円以上 216,200 円未満 30,100 1,700 0 1,100 0 1,000

Ｄ１３ 216,200 円以上 242,100 円未満 32,300 1,800 0 1,200 0 1,000

Ｄ１４ 242,100 円以上 268,200 円未満 34,200 1,900 0 1,300 0 1,000

Ｄ１５ 268,200 円以上 294,200 円未満 36,200 2,000 0 1,300 0 1,100

Ｄ１６ 294,200 円以上 320,100 円未満 38,100 2,100 0 1,300 0 1,100

Ｄ１７ 320,100 円以上 343,500 円未満 40,100 2,200 0 1,400 0 1,100

Ｄ１８ 343,500 円以上 356,500 円未満 41,800 2,300 0 1,400 0 1,100

Ｄ１９ 356,500 円以上 369,400 円未満 43,900 2,400 0 1,400 0 1,100

Ｄ２０ 369,400 円以上 434,500 円未満 47,900 2,700 0 1,400 0 1,100

Ｄ２１ 434,500 円以上 499,500 円未満 54,500 3,000 0 1,400 0 1,100

Ｄ２２ 499,500 円以上 552,900 円未満 60,300 3,400 0 1,400 0 1,100

Ｄ２３ 552,900 円以上 606,300 円未満 65,100 3,600 0 1,400 0 1,100

Ｄ２４ 606,300 円以上 659,700 円未満 65,700 3,600 0 1,400 0 1,100

Ｄ２５ 659,700 円以上 713,100 円未満 66,200 3,700 0 1,400 0 1,100

Ｄ２６ 713,100 円以上 766,500 円未満 66,600 3,700 0 1,500 0 1,200

Ｄ２７ 766,500 円以上 67,200 3,700 0 1,500 0 1,200

区民税均等割のみ

区
民
税
所
得
割
額

３歳未満 ３歳 ４歳以上

世帯の定義

生活保護

区民税非課税

 世帯の階層区分



 
 

 

 

（１） 慣らし（慣れ）保育について 

（２） 健康管理について 

（３） 与薬について 

（４） アレルギー食への対応について 

（５） その他 

 

 



 
 

（１） 対象 

（２） 受入保育園・こども園（長時間） 

（３） 受入予定数 

（４） 申込方法 

産休・育休明けの入所予約事業 受付期間一覧表 

（５） 必要書類 
◎ 
◎ 

トップページ > 便利情報 > 申請書ダウンロード > 児童保育課 > 保育園入園申込に関する申請書類 

（６） 申込時の注意点 
◎ 

◎ 

◎ 入園した月の間に仕事に復帰していただくことが条件となります。その月の間に復帰できない、または
復帰していないことが判明した場合は、入園の内定や決定の取消し、または退園となります。 

◎ 
◎ 入園の内定後、勤務状況の変更や区外転出、面接・健康診断等の結果により、内定が取り消されるこ

とがあります。 
◎ 入所予約事業についても内定の辞退をした場合は、通常の申込と同様に減点の対象になります。 

 



 
 

 

  台東区北上野２-２４-１３  ＴＥＬ５２４６－４００２ 

 

対象者：保育の必要がある台東区民、または入所予定月の前月までに台東区民となる予定の方 

        （「在勤」理由による管外協議は受付けません）。 

申込方法：認可保育園と同様に申込手続きを行なって下さい。 

その他：年度途中に区外に転出された場合は、区内在勤であっても年度末で退園となりますので 

       ご注意ください。 

開設期間

開設期間終了後の在園児受け入れ施設 

北上野保育室は令和６年度に２歳児の受け入れを中止し、令和７年度に４・５歳児となる児童 

 を以下の施設で受け入れます。 

   ・施設名    北上野クローバー保育園（私立認可保育所） 

   ・所在地    台東区北上野２－１８－８ 

   ・運営事業者 株式会社クローバーホールディングス 

 

区立の認可外保育施設について 

 



 
 

 

（１） 認証保育所の特色 

 
 
 
 

（２） 認証保育所の利用方法 

 
 

 

 

 

 

 

 

☆ 

 

認証保育所について 
 

 

 



 
 

 
保育施設の対象施設や無償化の内容

対象者 無償化の内容
認可保育園等 保育料　0円（延長保育料除く）

（ｐ4～8） ☆3～5歳児クラスの方は副食費を徴収します。（※1）
（年収680万円未満相当世帯等は無償）
☆0～2歳児の課税世帯については、兄弟の状況に
応じた減免あり

○認証保育所 所得や兄弟の状況に応じて
○認可外保育施設（証明書有） 　３～５歳児クラス　５万７千円

　０～２歳児クラス　６万７千円
を上限に補助（区独自補助含む）
☆0～2歳児の課税世帯についても補助あり
☆基準を満たしていない施設（証明書無）は下記参照

○認可外保育施設（証明書無）

詳細は各保育所にご確認ください
☆別途、区独自補助の対象となる場合あり
　（０～２歳児の課税世帯を含む）

※2 幼稚園、認定こども園（短時間）の無償化（預かり保育を含む）については、施設等にお問い合わせください。

対象施設

※1 副食費は、月額4,500円（定額）を目安にそれぞれの保育園で金額を設定、徴収します（区立園は区が徴収）。
      また、アレルギー除去食等の特別食を提供した場合や、保育停止以外で欠席があった場合も同額となります。

3～5歳児クラス　全世帯
0～2歳児クラス　住民税非課税世帯

認可外保育施設等（※2）　≪利用の施設が無償化の対象となるかを、必ず各施設にお問い合わせください≫

○ベビーシッター、その他事業
（一時預かり事業（休日含）、病
後児保育、ファミリー・サポート・
センター事業、根岸定期利用
保育室）

☆認可外保育施設等を利用した場合、その保育料は
無償化対象外

３～5歳児クラス　全世帯
０～2歳児クラス　住民税非課税世帯

　３～５歳児クラス　３万７千円
　０～２歳児クラス　４万２千円
を上限に補助

企業主導型保育施設
3～5歳児クラス　全世帯
0～2歳児クラス　住民税非課税世帯

台東区の保育施設の無償化について 

 

 



 
 

 

➂

 



 
 

 

 

 

 

その他の保育サービス等について 



 
 

 



 
 

 
 

（１）申請方法 

（２）停止できる期間 

 
（１）台東区の認可保育園・こども園（長時間）・地域型保育事業・緊急保育室に継続して通う場合 

必ず転出先の自治体にて、転入手続きの際に「継続入園の申込」を行

ってください。

※ 

※ 

※ 

（２）台東区の認可保育園・こども園（長時間）・地域型保育事業・緊急保育室に続けて通わない場合 

 

 

（１）求職活動事由で入園、または在園中に求職中となった場合 

（２）在園中に勤務先が変更になった場合 

（３）就労内定で入園した場合 

在園中の手続き等について 

 

 

 



 
 

（４）妊娠・出産で入園した場合 

（５）育児休業から職場復帰予定で認可保育園・こども園（長時間）・地域型保育事業・緊急保育室に入園、

または在園中に育児休業から復帰する場合 

（６）在園中に妊娠した場合 

    

 

 

 

〖 トップページ > 子育て・教育 > 台東いきいき子育て > 目的別に探す > 保育・幼児教育 > 保育・託児 

 > 保 育 園  >  【 在 園 児 用 】 在 園 中 の 手 続 き に つ い て  

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

よくある質問 



 
 



 
 

問合せ内容 担当 電話 

 

【 トップページ ＞ 暮らしのガイド ＞ 子育て・教育 ＞ 保育・幼児教育 ＞ 保育・託児 ＞ 保育園 】 

問合せ先一覧 


